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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

女性が管理職として活躍でき、男女ともに長く勤められる職場環境を次のように行

動計画を策定する。 

 

1.計画期間 ２０２２年４月１日から２０２７年３月３１日までの５年間 

2.内容 

   目標１：管理職に占める割合を 40％以上とする。 

  《取組内容》 

    ●2022 年 4 月～職員の育成計画の作成及び職員全体での共有 

    ●2023 年 4 月～管理職養成のための研修カリキュラムの作成及び昇格の基準の検 

証、見直し 

●2024 年 4 月～管理職候補の女性職員を対象に管理職養成の研修を実施 

●2025 年４月～管理職候補の女性職員を対象に上司が個別指導 

    

   目標２：9～11 年目の女性の継続雇用の割合を男性と同水準の 30％以上とする。 

  《取組内容》 

    ●2022 年 4 月～職員の退職理由を分析把握、女性が男性と同程度に定着できてい 

ない理由を明確化 

    ●2023 年 4 月～女性職員へのヒアリング実施及び女性の働き方の見直しについて 

            の意見交換会の実施 

    ●2024 年 4 月～働き方における男女の固定的役割分担意識による慣習の見直しな 

           ど職場風土を改善 

    ●2025 年 4 月～育児・介護規程の見直しや短時間制度の活用などにより、女性の 

            継続雇用の一層の推進を図る 

 

   目標３：男女とも平均勤続年数を 9年以上とする。 

  《取組内容》 

    ●2022 年 4 月～全職員を対象に残業時間、有給休暇及び育児休暇の状況等の調査 

の実施、部署ごとのメンタルヘルスチェックの結果の把握 

    ●2023 年 4 月～育児休業及び介護休業からの復職者に対し、人事担当が適宜面談 

    ●2024 年 4 月～上記の調査結果等を踏まえ、制度の見直し等を検討 

    ●2025 年 4 月～見直した制度の試行的運用 


